
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金支給の条件 

１．申請者条件 

●新潟県内に居住のための戸建住宅を供給する、県内に事業所を有する大工、工務店 

   ※ あらかじめ建築主と協議し、同意を得た上申し込んでください 

２．募集条件と補助基準 

●平成 2６年 4 月 1 日以降に越後杉ブランド認証材の納材を完了する住宅 

●使用する木材の条件 

項  目 新 築 
リフォーム 

増築・改築 修繕・模様替 

越後杉ブランド認証材使用量 5 ㎥以上 かつ 5 ㎥以上 かつ 5 ㎥以上 

床面積１㎡当たりの使用量 0.09 ㎥/㎡以上 0.09 ㎥/㎡以上 － 

●補助基準 

越後杉ブランド認証材使用量 補助額 越後杉ブランド認証材使用量 補助額 

５㎥以上 10 ㎥未満 10 万円 15 ㎥以上 20 ㎥未満 30 万円 

10 ㎥以上 15 ㎥未満 20 万円 20 ㎥以上 40 万円 

３．加算の条件 

（１）若者・UIJ ターン者・農林水産業新規就業者の基準 

ア 建築主が若者の場合、平成 2６年 4 月 1 日現在の年齢が満 35 歳未満の者（誕生日が昭和 5４年 4 月 2 日

以降の者） 

イ 建築主が UIJ ターン者の場合、以下のいずれかに該当 

① 平成 2３年 4 月 1 日以降に新潟県内に転入した者 

② 現在新潟県以外に居住する者で、新潟県内に住居を建築し居住を予定する者 

ウ 建築主が農林水産業新規就業者の場合、平成 2３年 4 月 1 日以降、新たに農林水産業に就業した者、 

または就業した者のいる世帯 

① 農業においては、新たに就農した者、または農業法人等に就業した者 

② 林業においては、林業労働力確保改善計画認定事業体等林業事業体に就業した者 

③ 水産業においては、漁業経営体に就業または新たに経営を始めた者 

（２）県産瓦使用の基準 

県産瓦（焼瓦、スレート瓦、高圧セメント瓦）の屋根面積により規模別に加算します 

規模別加算額 

県産瓦屋根面積 100 ㎡未満 
100 ㎡以上 

166 ㎡未満 
166 ㎡以上 

加算額 12 万円 15 万円 20 万円 
      ※１ 屋根面積の算定に屋根伏図等面積を確認できる書類が必要です。 

※２ 屋根面積が 80 ㎡未満の場合は、瓦代金が 20 万円以上と確認できる領収書等が必要です。 

 

募集の期間 

平成 2６年 4 月 1 日（月）～  予算額に達した時点で終了します 

※応募される方は、事業申込書を地域振興局(阿賀町の場合は、津川地区振興事務所)林業振興課へ提出してください 

越後杉ブランド認証材を使用した安全・安心な住宅の建設を支援 

 新築・リフォームの場合 10 万～40 万円／棟（木材の使用量により補助額が変わります） 

条件を満たすと最大３0 万円／棟加算されます 

(1)若者・UIJ ターン者・農林水産業新規就業者・・・・・10 万円／棟 

(2)県産瓦使用・・・・・・・・・・・・・・・12、15、20 万円／棟 

（屋根面積により加算額が変わります） 

国土交通省の行う 

地域型住宅ブランド化事業と 

併用申請する場合は、 

この事業の定住促進加算、 

県産瓦加算は 

受けられません。 



申込みの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込み先 

下記の地域機関まで郵送（必着）または、持参してください 

建築所在地 応募先地域機関名 住所・電話番号 

村上市、関川村、粟島浦村 
村上地域振興局 

農林振興部 林業振興課 

〒958-8585 村上市田端町6-25 

TEL 0254-52-7934                           

阿賀町 
津川地区振興事務所 

林業振興課 

〒959-4402  阿賀町津川1861-1 

TEL 0254-92-4510 

新潟市、新発田市、五泉市、 

胎内市、聖籠町、阿賀野市 

新潟地域振興局 

農林振興部 林業振興課 

〒951-8133  新潟市中央区川岸町3-18-1 

TEL 025-231-8234                           

長岡市、三条市、柏崎市、小千谷市、加茂市、見附市、 

燕市、弥彦村、田上町、出雲崎町、刈羽村 

長岡地域振興局 

農林振興部 林業振興課 

〒940-8567  長岡市四郎丸町173-2 

TEL 0258-38-2572 

十日町市、魚沼市、 

南魚沼市、湯沢町、津南町 

南魚沼地域振興局 

農林振興部 林業振興課 

〒949-6680 南魚沼市六日町960 

TEL 025-772-8262  

上越市、妙高市 
上越地域振興局 

農林振興部 林業振興課 

〒943-8551 上越市本城町5-6 

TEL 025-526-9465 

糸魚川市 
糸魚川地域振興局 

農林振興部 林業振興課 

〒941-0052 糸魚川市南押上1-15-1 

TEL 025-552-5473                           

佐渡市 
佐渡地域振興局 

農林水産振興部 林業振興課 

〒952-1555 佐渡市相川二町目浜町20-1 

TEL 0259-74-3450                           

 

▼県産瓦に関するお問い合わせは下記にお願いします 

新 潟 県 産 業 労 働 観 光 部 産業振興課 地 域 産 業 係  TEL 025-280-5243 

▼新規就業者に関するお問い合わせは下記にお願いします 

農 業：新潟県農林水産部 経営普及課 担い手育成係  TEL 025-280-5300 

林 業：新潟県農林水産部 林 政 課 木 材 振 興 係  TEL 025-280-5324 

水産業：新潟県農林水産部 水 産 課 指 導 普 及 係  TEL 025-280-5314 
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住宅建設の工事契約 

4 月 1 日以降に納材完了 
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越後杉使用住宅証明申請書を提出 

越後杉使用住宅証明書の交付 

申込書を提出 

補助金交付予定者決定通知書の交付 

補助金交付申請書兼実績報告書を提出 

完了検査 

補助金支払い 
精算 

補助金交付決定通知書兼 

額の確定通知書の交付 

※書式が変更になっていますので 

ご注意ください。 １ 
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※書式が変更になっていますので 

ご注意ください。 


